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みえの出逢い機会創出・イクボス普及啓発補助金交付要領 
 

（目的） 

第１条 この補助金は、県内複数の企業、組合、団体等が協働して出逢いの機会を新

たに設ける取組やイクボス等を普及啓発する取組に対して補助することにより、

従業員等の交流の機会を提供し、満足度の向上を図ることを目的とする。 

 

（通則） 

第２条 補助金の交付については、三重県補助金等交付規則（昭和３７年三重県規則

第３４号）、健康福祉部関係補助金等交付要綱（平成７年三重県告示第４３５号。）

及び三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱に定めのあるものの

ほか、この要領の定めるところによる。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、みえのイクボス同盟、みえ出逢い応援団体、みえ出逢いサポ

ート企業、みえ次世代育成応援ネットワークのいずれかに加盟・登録（予定を含

む）し、第 4 条の事業を実施する県内の法人、法人が参加する組合、団体等と

する。 

   

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という）は、次の各

号に掲げる条件を満たす事業とする。 

（１）新規事業であること。 

（２）県内複数の３社以上の企業等の従業員や管理職等が交流する機会を創出する

ものであること。（但し民間の非営利団体は１社で可） 

（３）交流する機会では、ワーク・ライフ・バランスやイクボス、男性の育児参加

等の推進、性別役割分担意識の解消や働き方改革等について話し合うこととす

ること。 

（４）予定者が概ね２０名以上であること。 

（５）また、参加者に対して特定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与える

ことがないよう配慮すること。 

（６）事業終了後、参加者に対してアンケート調査を行い参加者の満足度を測定す

ること。 

（７）その他知事が認めた事業 

 

２ 前項の事業について、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、補助対象

としないものとする。 

（１） 営利を目的としたもの 

（２） 特定の個人または団体のみが利益を受けるもの 

（３） 政治的または団体のみが利益を受けるもの 

（４） 他の公的機関からの委託事業 
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（５） 他の補助金、助成金等の交付を受けているもの 

（６） その他公序良俗に反するなど適当でないと認められるもの 

 

３ 事業の実施期間は、補助金の交付決定をした日から当該募集年度の２月末とす

る。 

 

４ 事業の着手は原則として補助金交付決定に基づき行うものとするが、補助事業

の遂行上必要な理由がある場合は事前着手報告書（様式第１号）を知事に提出す

ること。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、補助対象

事業の実施に直接必要な、別記に掲げる経費とする。 

 

２ 対象経費は、補助事業の実施にあたり、必要最小限の経費であって、社会通念

上、適正な価格で取引されたものとする。 

 

（補助額） 

第６条 補助金の交付額は、対象経費の１０/１０以内で２５万円を上限とする。 

ただし、講師謝金については原則１０万円を限度とする。 

 

２ 補助金の額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 

 

（交付の制限） 

第７条 同一の企業等で実質的に同一の事業を行う場合は、交付は１回を限度とする。 

 

（補助事業の募集） 

第８条 補助事業の募集回数及び募集期限については、別途定める。 

 

（交付の申請） 

第９条 補助金の交付の申請を行おうとする申請者は、第８条により別に定める期日

までに、知事に交付申請書（様式第２号）を提出しなければならない。 

  

（補助事業の審査） 

第１０条 補助事業の審査については、別途定める選定基準により行う。 

 

（補助金の交付決定） 

第１１条 知事は、審査の結果、補助金を交付すべきと認めたときは、その決定内

容及びこれに付した条件を記載した交付決定通知書により申請者に通知するもの

とする。 
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（交付の条件） 

第１２条 この補助金の交付決定には、次の条件が附されるものとする。 

（１）交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了

後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目

的に従って、効率的な運用を図らなければならない。 

（２）三重県の交付する補助金等からの暴力団排除措置要綱（以下「暴力団排除要

綱」という）別表に掲げる一に該当しないこと。 

（３）暴力団排除要綱第８条第１項に定める不当介入を受けたときは、警察に通報

を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと及び知事に報告すること。 

 

（交付申請の取下げ） 

第１３条 補助金の交付の申請を行った者は、第１１条の規定による通知を受領し

た場合において、当該通知に係る補助金の交付決定内容又はこれに付けられた条

件に不服がある場合、その旨を記載した書類を知事に提出し、申請の取下げを行

うことができる。 

 

２ 前項の取下げを行うことができる期間は、交付決定の通知を受けた日から１５

日以内とする。 

 

（変更承認申請） 

第１４条 補助対象者は、交付決定後に申請の内容を変更（軽微な変更を除く）す

る場合は、あらかじめ変更（中止）承認申請書（様式第３号）を知事に提出し、

その承認を受けなければならない。 

  なお、軽微な変更とは、交付対象事業費の２０％以内の変更をいう。 

  ただし、補助金の増額を求める場合は、金額にかかわらず変更（中止）承認申

請書を提出しなければならない。 

 

（補助事業の中止） 

第１５条 補助対象者は、補助事業を中止しようとするときは、あらかじめ変更（中

止）承認申請書（様式第３号）を知事に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

 

（状況報告） 

第１６条 補助対象者は、知事が定める期限までに補助事業の遂行の状況に関し、

補助事業状況報告書（様式第４号）に別に定める書類を添えて、報告しなければ

ならない。 

 

（実績報告） 

第１７条 補助対象者は、補助を受けた事業が完了した日から起算して３０日を経

過した日又は交付決定があった年度の３月１５日のいずれか早い期日までに、事
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業実績報告書（様式第５号）に次の各号に掲げる書類を添付し、提出しなければ

ならない。 

（１）領収書等、収入・支出の事実を証明する証拠書類 

（２）事業の実施内容や効果がわかる資料（実施状況を撮影した写真、チラシやパ

ンフレット等）  

 

（補助金の額の確定） 

第１８条 知事は、前条の規定により活動報告書の提出を受けたときは、当該報告

書の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、交付決定の内容及び交付決定の条

件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額の確定を行い、当該補助対

象者に通知するものとする。 

 

２ 知事は、前項の審査を行うに際して、必要に応じて証拠書類の提出を求め、又

は現地調査等を行うことができる。 

 

（補助金の請求） 

第１９条 補助対象者は、補助額確定の通知を受けた後、補助金の交付を請求しよ

うとするときは、補助金請求書（様式第６号）を知事に提出するものとする。 

 

２ 補助金の支払は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後にこれ

を行うものとする。ただし、知事が補助金の交付の目的を達成するため必要があ

ると認めるときは、概算払又は前金払をすることができる。 

 

３ 知事は、前項ただし書の規定による概算払をする場合においては、三重県会計 

規則（昭和３９年三重県規則第１５号）第４９条第１項第３号の規定にかかわら

ず、必要と認める額を概算払することができる。 

 

（決定の取消） 

第２０条 知事は、補助対象者が、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付

の決定の全部又は一部を取消すことができる。 

（１） 補助金の交付の要望、申請、計画変更及び実績報告について不正の事実があ

った場合 

（２） 申請者が補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合 

（３） 前各号のほか補助事業に関し補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた

条件に違反 したとき又は知事の指示に従わなかったとき 

 

２ 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金の額の確定があった後に

おいても適用があるものとする。 

 

３ 前２項の規定による処分をした場合については、その内容を補助対象者に通知

するものとする。 
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（補助金の返還） 

第２１条 知事は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し

た場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助対象者に補

助金が支払われているときは、補助金の返還を命じることができる。 

 

（その他） 

第２２条 この要領で定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める 

 

附則 この要領は、平成２９年４月３日から施行する。 

 

附則 この要領は、平成２９年７月２７日から施行する。 

 

別記（第５条関係） 

〇補助対象経費の科目 

科目 経 費 の 例 

報償費 ■外部から招へいした講師や指導者等に支払う謝金など 

 なお、１事業あたりの上限は１００千円とする。 

旅費 ■講師旅費・宿泊料など 

※参加者の交通費は対象外です。 

消耗品費  ■事業に必要な事務用品、啓発用物品、消耗品等にかか

る費用など  

※景品等を購入する費用は対象外です。 

印刷製本費  ■チラシなどの印刷製本に要する費用  

■資料コピー等に要する費用など 

賄材料費 ■料理教室等で使用する食材等の費用  

通信運搬費 ■郵便送料 など  

保険料 ■事業の実施に係る保険料（損害保険、傷害保険） 

※イベント等を実施する場合は、保険に必ず入ってくだ

さい。 

委託料  ■イベント等を実施する際の委託料 

使用料及び賃借料  ■研修会、イベント等を実施する際の会場借上料など 

■会場移動のためのマイクロバス借上料 

■事業に短期的に必要な機材の借上料など 

第８条関係 

〇事業の募集期限  施行日より交付決定合計額が予算額に達するまで募集するも

のとする。 


